
 拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、令和８年（２０２６年）の診療報酬改定により［D０１８］培養同定検査に「注２ 真

菌培養加算」が新設となります。

 これに伴い、一般細菌培養同定と真菌培養を併せて実施した場合には加算点が算

定可能となりますのでご案内申し上げます。

 敬具

■ 対象項目

一般細菌培養同定検査

■ 対象目的菌

※ 一般細菌培養同定検査をご依頼時に上記培養目的菌をご依頼いただいた

場合につきましては「真菌培養加算」の算定対象となり１２２点の加算が可

能です。

今回の診療報酬改正に伴い、真菌培養検査に係る費用につきましても別途

ご請求させていただきます。

検査依頼書②及び弊社報告書につきましては次頁をご参照ください。

ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。

■ 変更期日

２０２６（Ｒ８）年　６月　１日（月）ご依頼分より
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記

2026年05月　C 真菌培養加算に関するお知らせ

項目コード 培養目的菌

　糸状菌

　真菌

　白癬菌

　カンジダ

１１３

１１６

１１５

１１８
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■ 検査依頼書② ( 管理番号：26-0045)

 　＊培養目的菌における　　　　 のいずれかのご依頼を頂いた場合、真菌培養加算（１２２点）が算定出来ます。

■ 報告書印字例

場合につきましては「真菌培養加算」の算定対象となり１２２点の加算が可

加算対象の目的菌をご依頼いただいた場合、

菌名の右側に「♯」を表記します。

・培養同定

＋

・真菌培養加算
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